
広島市条例第３８号

令和７年６月２６日

広島市議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長 松 井 一 實

広島市議会委員会条例の一部を改正する条例

広島市議会委員会条例（昭和３１年広島市条例第２８号）の一部を次の

ように改正する。

「第１２条 （招集）
目次中「第１２条 （招集）」を

第１２条の２ （委員会の開会方法

に、「決定」を「決定等」に、「文書」を「文書等」に改める。

の特例）」

第１２条の次に次の１条を加える。

（委員会の開会方法の特例）

第１２条の２ 委員長は、委員について、次に掲げる場合に該当すると認

めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しなが

ら通話をすることができる方法（以下「オンラインによる方法」とい

う。）によつて、委員会を開くことができる。ただし、第１８条（秘密

会）の秘密会は、この限りでない。

(1) 大規模な災害の発生、感染症のまん延その他の委員個人の責に帰す

ることができない事由により委員会を招集しようとする場所に参集す

ることが困難である場合

(2) その他委員会を招集しようとする場所に参集しないことがやむを得



ないと認められる場合

２ 前項本文の規定により委員会が開かれる場合において、オンラインに

よる方法での参加を希望する委員は、あらかじめ委員長の許可を得なけ

ればならない。

３ 第１項本文の規定により開かれた委員会に、オンラインによる方法で

参加する委員は、この条例の規定の適用については、当該委員会に出席

しているものとみなす。

４ オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議

長が別に定める。

第２１条第２項中「終る」を「終わる」に改める。

第２３条中「出席して」を「出席し、又は次条第３項に規定する参加を

して」に改め、同条に次の１項を加える。

２ 前項の規定にかかわらず、同項の規定による申出は、議長が定めると

ころにより、議長が定める電子情報処理組織（委員会の使用に係る電子

計算機（入出力装置を含む。以下この項において同じ。）とその通知の

相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処

理組織をいう。第２７条において同じ。）を使用する方法により行うこ

とができる。

第２４条の見出し中「決定」を「決定等」に改め、同条第２項中「かた

よらないように」を「偏らないように」に改め、同条に次の１項を加える。

３ 公述人は、オンラインによる方法で公聴会に参加して、意見を述べる

ことができる。

第２７条の見出し中「文書」を「文書等」に改め、同条中「文書で」を



「文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により」に改める。

第２８条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。

３ 参考人は、オンラインによる方法で委員会に参加して、意見を述べる

ことができる。

第２９条第２項を削り、同条第３項中「第１項」を「前項」に改め、同

項を同条第２項とし、同条に次の１項を加える。

３ 第１項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が

定めるところにより、当該記録に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる

記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい

う。）により行うことができる。この場合において、同項の規定による

署名又は押印については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明

らかにする措置であつて議長が定めるものをもつて代えることができる。

附 則

１ この条例は、令和７年１２月１日から施行する。ただし、第２１条第

２項及び第２４条第２項の改正規定は公布の日から、目次の改正規定

（「文書」を「文書等」に改める部分に限る。）、第２３条に１項を加

える改正規定、第２７条（見出しを含む。）の改正規定、第２９条第２

項を削る改正規定、同条第３項の改正規定及び同項を同条第２項とし、

同条に１項を加える改正規定は同年９月１日から施行する。

２ 市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（昭和３

１年広島市条例第３９号）の一部を次のように改正する。

第５条の２第１項中「とき」の右に「（広島市議会委員会条例（昭和



３１年広島市条例第２８号）第１２条の２第３項の規定により委員会に

出席しているものとみなされたときを除く。）」を加える。


